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船舶事故調査報告書 

令和４年７月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年８月２２日 ０８時２５分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市芦名漁港西方沖 

前田四等三角点から真方位１４０°４００ｍ付近 

（概位 北緯３５°１３.９′ 東経１３９°３６.１′） 

事故の概要  プレジャーボートLIR
リ ル

 FIRST
ファースト

は、北西進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和３年９月９日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート LIR FIRST、１２トン 

 ２３５－５４３３７神奈川、株式会社松下工商 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船底に擦過傷、プロペラに凹損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約７m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約７１cm

（油壺） 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人７人が同乗し、横須賀市所在

のマリーナ（以下「本件マリーナ」という。）を出港した。 

本船は、港外に向けて本件マリーナの西方沖約２００ｍに所在する

防波堤（以下「本件防波堤」という。）の東側を約３ノットの対地速

力で目視により北西進中、本件防波堤の北端を過ぎて左転していたと

ころ、本件防波堤の北側に広がる浅所（以下「本件浅所」という。）

に乗り揚げた。 

 船長は、本件浅所があることは知っていたが、詳細な位置は知ら

ず、本事故当時、ＧＰＳプロッターの不調により表示画面が暗く、見

えにくい状態にあり、目視で船位を把握しながら航行していたので、

本件浅所に近づいていることを認識していなかった。 

本船は、喫水が船首約０.８ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

分析 本船は、ＧＰＳプロッター画面が不調な中、本件防波堤の北端を過

ぎて左転中、船長が、目視のみで航行したことから、本件浅所に近づ

いていることに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、ＧＰＳプロッター画面が不調な中、本件防波堤

の北端を過ぎて左転中、船長が、目視のみで航行したため、本件浅所

に近づいていることに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えら

れる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

 ・小型船舶の船長は、航行海域に浅所が存在しており、目視のみで

同浅所を避けて航行することが困難な場合、事前にＧＰＳプロッ

ター等の航海計器が適切に活用できるように点検整備を実施して

から出航すること。 

 


